
はじめに

　筆者の目下の研究テーマは、大まかに言えば

漢唐間、とりわけ魏晋南北朝時代における礼制

の変容である。礼制は前近代の中国王朝が社会

全体を統治していく上で、欠かせない秩序の体

系であり、その内容は多岐にわたるが、筆者は

統治機構たる官僚機構や爵位の序列（以下これ

を官爵体系と称する）が礼制の中でどのように

編成されていたかを考えてきた。従来、魏晋南

北朝の政治制度については、古くは宮崎市定氏

の九品官人法の研究に代表されるごとく （１）、

貴族制社会における官僚制運用が問題となって

おり、礼制世界の中において王朝支配機構がど

のように機能していたのかを分析し、そこから

王朝支配のあり方を再構成していく研究は多く

はなかったが、最近の研究状況はかなり変わり

つつある。国内に限定しても、漢唐間の礼制を

歴史学の観点から考察した業績としては、まず、

皇帝祭祀を集中的に扱った金子修一氏の一連の

研究があり （２）、渡辺信一郎氏は王朝支配のあ

り方を探る中で礼制を重視した研究を行ってお

り （３）、さらに、印綬制度の解析から漢代官僚

制の構造を探ろうとする阿部幸信氏も近年精力

的に研究成果を世に問うている （４）。

　このように、近年になって、支配機構を礼制

的な観点からとらえていこうとする研究が多数

現れてきたのであるが、筆者もまたそういった

観点から官爵体系の再構築を試みてきた。その

際に切り口として、魏晋南北朝時代において、

礼制世界における官爵体系を目に見える形で表

現するものはなにかということを考えたが、そ

の一つが各官爵が公的な場で身にまとう服飾の

制度の構成であり、もう一つが王朝儀礼におけ

る各官爵の機能分担であり、この二つのテーマ

でいくつかの論考をまとめてきた。このうち、

前者は文献史料に加えて、服飾を今に伝える出

土資料を活用することができるが、一方で以下

のような問題点もある。文献史料を使って公的

服飾制度を研究する場合、体系的な史料が残さ

れているのは魏晋南朝時代のものであり、五胡

・北朝時代の史料は断片的なものが多いために

副次的に扱われることが多く、魏晋南朝の服飾

制度に北族的色彩が加味された一派生形態とし

て考えてしまいがちであった。ところが、文献

史料と対照すべき出土文物の状況を見ると、北

朝の古墓から続々と文物が出土しており、これ

ら諸国の服飾の様相が詳細に判明するようにな

ってきている。このような状態のために、服飾

制度に関する体系的な文献史料が残る魏晋南朝

と、個別の服飾を表現した出土文物に恵まれた

北朝という研究上の素材のある種のズレが生じ

てしまっているのである。

　そのような問題はあるものの、魏晋南北朝時

代の服飾史研究は、今後も出土文物が増加する
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であろうことを考えると有望な分野であるとい

える。この時期の服飾については、日本国内に

おいてはまず、原田淑人氏・林巳奈夫氏・杉本

正年氏などの古典的著作があり （５）、また、中

国でも、周錫保氏・孫機氏・沈従文氏などの服

飾史研究の指針となる基本的著作の他 （６）、多

くの服飾史関係書が出版されている （７）。そう

いった諸学を念頭に置きつつも、筆者はあくま

で歴史学の一分野としての制度史・礼制史的な

観点からアプローチをおこなっていきたい。

　以上のことを踏まえ、本稿では現時点での筆

者がおこなうべき研究の方向を探った。まず、

筆者が今まで文献史料に基づいて明らかにした

魏晋南朝の服飾制度の特質についてその概要を

述べ、次に、文献史料と照らし合わせるべき出

土文物としてどのようなものがあるかを整理し、

最後に、出土文物に恵まれた北朝隋唐について

服制氏の特徴を筆者なりにまとめ、今後の研究

の展望を試みた。

一．魏晋南朝における「礼制」と「服制」

　本節では、文献史料から見た魏晋南北朝時代

における公的な服飾制度（以下、服制と称す

る）がどのような構成を取ったかを概観する。

１．西晋時代における礼と法の並立

　西晋が成立（２６５年）してまもなく、史上最初

の律令である『泰始律令』が編纂された。この

律令編纂事業は著名な事実であるが （８）、魏晋

交替期は律令のみにとどまらない重要性を持っ

ている。それは、『晋書』巻二、文帝紀、咸煕

元年の条に、

　　秋七月、帝奏司空荀�定礼儀、中護軍賈充

　　正法律、尚書僕射裴秀議官制、太保鄭沖総

　　而裁焉。始建五等爵。

とあるように、魏晋革命を直前に控えた魏末の

咸熙元年（２６４年）以降、礼儀（礼制規定を集

成した「儀注」）・法律（この場合は晋律）・官制

・爵制といった王朝の根幹をなす諸制度が連関

性を持って作られていき、西晋王朝成立後、

『泰始律令』（律２０篇・令４０篇・故事３０巻）と『晋

礼（新礼）』１６５篇となって結実した。これは巨

視的に言えば、これは漢末～曹魏の間における

諸制度の混乱と衰退、及び新たな制度の創設を

踏まえて、新しい王朝・時代に適応した制度作

りが必要とされていたことへの対応といえるで

あろう。この制度改革のスローガンは「周制へ

の復帰」である。これは中国史上おいて新制度

を作り上げる際に度々提唱されてきたものでは

あるが、西晋の制度設計は漢・魏晋を通じて

営々と蓄積されてきた礼経解釈を背景としてお

り、なにより「諸生」の家に出自を持ち、礼学

を家学としてきた司馬氏自身の自負もあって（９）、

表面的な周制の模倣には終わらなかった。『晋

礼』が一応完成してから１０年ほど経った太康元

年（２８０年）には、はやくも摯虞によるその改

訂作業が始まり、恵帝治世の元康元年（２９２年）

には１５篇からなる改訂作業の報告書が提出され

ている （１０）。こういったことは、礼制は生きた

制度として議論されていたことを意味するであ

ろう。また、封王の制や五等爵など封建制を周

制に基づいて運用していこうとしたり、神矢法

子氏が「厳礼主義」と称するところの礼制の厳

格な適用が求められたりしたのも、西晋王朝の

「周制への復帰」が表面的なものではなかった

ことを物語る （１１）。

　さて、西晋以降、「儀注」と「律令」の両者

はセットになって編纂されることが多くなり、

梁の『五礼儀注』（５２４年編纂）と『天監律令』

（５０３年編纂）の関係にも受け継がれたが、北朝

・隋でも導入され、唐の『大唐開元礼』（７３２年

編纂）と『開元２５年律令（格式）』（７３７年編纂）

の関係に至るまで続く （１２）。従って、魏末晋初

から盛唐までの間は、「礼」と「法」とを具体

化した「儀注」と「律令」によって、王朝が政

治的社的会規範を規定する「礼・法二元体制」

の時代であったということができる。

　では、この「礼・法二元体制」の中で、服飾

制度はいかなる位置づけにあったのであろうか。
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梁満倉氏は漢代においては礼が『儀礼』に基づ

く「士礼」の範囲を越えることがなかったのに

対し、魏晋交替期には、『周礼』に基づいて礼

の広汎な局面をカバーする「五礼」、すなわち

吉礼・凶礼・賓礼・軍礼・嘉礼の体系が制度化

されたとする （１３）。服飾もこの五礼の局面に応

じた分類が可能であり、吉礼には祭服、凶礼に

は凶服、賓礼と嘉礼には朝服、軍礼には戎服が

それぞれ対応するといえる。このうち、礼志な

どに多くの記載があるのは祭服と朝服であり、

筆者もこの二大服制体系について検討をおこな

ってきた。

２．西晋礼制と服制、及びその編成原理

　では、祭服と朝服はどのような服制体系であ

ったのであろうか。

　祭服は各種祭祀の際に着用される服飾である

が、西晋の規定では「平冕」という服制体系が

その中核になっている。『晋書』巻２５、輿服志

に、天子の着用する平冕について、

　　天子郊祀天地明堂宗廟、元会臨軒、闔介�、

　　通天冠、平冕。冕、�表、朱緑裏、広七寸、

　　長二尺二寸、加於通天冠上、前円後方、垂

　　白玉珠、十有二旒、以朱組為纓、無�。佩

　　白玉、垂珠黄大旒、綬黄赤縹紺四采。衣�

　　上、絳下、前三幅、後四幅、衣画而裳陲、

　　為日・月・星辰・山・龍・華蟲・（宗彝）・

　　藻・火・粉米・黼・黻之象、凡十二章。素

　　帯廣四寸、朱裏、以朱緑裨飾其側。中衣以

　　絳縁其領袖。赤皮為�，絳袴�、赤x。

と記しているが、これによれば、平冕とは、冕

・佩玉・衣・中衣・�・袴�・xなど様々な品

目の総体の名称であることがわかる。また、同

書に、

　　平冕、王・公・卿助祭於郊廟服之。王公八

　　旒、卿七旒。以組為纓、色如其綬。王公衣

　　山龍以下九章、卿衣華蟲以下七章。 

とあり、先の記事と合わせて、天子―王・公

（開国公・三公など）―卿（九卿）の序列が、平

冕の「旒」数や衣服の「章」の数によって表現

されていたたことがわかる。以上は西晋時代の

平冕制度であるが、梁の『天監律令』において

も、天子専用の祭服たる「大裘」の創製（５０８

年）や、大夫層の平冕着用集団への参加など、

若干の改変を加えつつも大筋は受け継がれ、陳

王朝滅亡まで存続した。最も整備された梁陳段

階の祭服体系について言えば、①大裘（あるい

は十二旒十二章の平冕）を着用する天子、②九

旒九章の平冕を着用する皇太子・王・公・五等

諸侯、③七旒七章の平冕を着用する卿・大夫、

④長冠・�玄を着用する「執事者」、⑤常冠

（朝服の冠）・�玄を着用する「不執事者」とい

う５層構造をとっていた。これらは『周礼』に

なぞらえた礼制独特の官爵序列の原理（爵位や

秩石など）に基づいて編成されていた。九品官

制施行以降、官爵体系は官品によって秩序づけ

られたように思われるが、吉礼＝祭服の世界に

おいては、それとは違う原理が支配していたの

である。

　一方、より日常性の強い朝服の制度は、祭服

に比して複雑である。『宋書』巻１８、礼志五に、

　　朝服一具、冠 � 各一、絳緋袍、�縁中単衣

　　領袖各一領、革帯・袷袴各一、x・�各一

　　量、簪導餉自副。四時朝服者、加絳絹・黄

　　緋・青緋・�緋袍単衣各一領。五時朝服者、

　　加給白絹袍単衣一領。諸受朝服、単衣七丈

　　二尺、科単衣及�五丈二尺、中衣絹五丈、

　　縁�一丈八尺、領袖練一匹一尺、絹七尺五

　　寸。給袴練一丈四尺、�二丈。�布三尺。

　　単衣及�袷帯、�各一段、長七尺。

とあるように、「朝服」もまた平冕と同様、単

体の衣服を指すのではなく、袍・単衣・中衣・

冠�・革帯・x・�・袷袴など様々な品目から

なる服制体系の総称である。この他、印綬・�

嚢（印綬を入れる袋）・腰剣・白筆（筆をかたど

った簪）なども朝服の一部になる。この記事の

前に、皇太子以下の個々の各官爵保持者が着用

すべき、印綬以下の品目を列挙した長大な規定

が載せられているが、これは『泰始律令』の服

飾規定に東晋時代以降の改変事項を併記する形
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式をとっている。筆者はこれを「印綬冠服規

定」と称している （１４）。また、『隋書』巻１１、礼

儀志にも同じ形式の「印綬冠服規定」があるが、

これは梁の天監２年（５０３年）に編纂された

『天監律令』の服制規定に、陳時代の制度（実

際には梁武帝末期の制度と同じ）を併記したも

のである （１５）。この二つの「印綬冠服規定」を

照合・分析することによって、西晋→東晋→梁

初期→梁末・陳という時代の流れの中で、各官

爵が礼制世界の中における位置づけが相当変化

したことを知ることができる。『宋書』の「印

綬冠服規定」を分析すると、朝服の世界におい

ては、各品目がそれぞれ独自の序列の原理を持

っており、たとえば、祭服と同様に爵位・秩石

に基づく原理を持つ品目（印綬など）、各官爵

の属性に応じた品目（冠・衣服の一部）、九品

官制に準じた序列をもつ品目（３種の朝服・佩

玉など）、あるいは全く独自の序列を持つ品目

（腰剣・白筆など）もあって、全体として構成

原理は非常に複雑である （１６）。

　西晋から梁にかけての服制体系を全体的にま

とめると、下の図のようになる。

　ところで、当時、礼制に関る議論の中では

「制度の改変」そのものは否定されていたわけ

ではなく、礼は王朝の交代などとともにうつろ

いゆくものなのだという見解が主流であったよ

うであり、実際問題として、漢末の動乱や永嘉

の乱などの大規模な政治的・社会的変動期を境

に礼制上の知識が失われ、その後、安定期に入

ってからも、制度を改革する折に変化を前提と

して礼制論議を組み立てねばならなないことが

多かった。たとえば、漢代では、『白虎通義』

巻８、三正篇や『春秋繁露』の三代質文改制篇

に見られるように、夏・殷・周の三代の王朝に

よる礼制の改変が議論されており、制度の変化

を基本的に容認している。また、「文質の更用、

なお四時の迭興するがごとし。」（『三国志』魏

書巻９、夏侯玄伝）、「昔、三代の明王、洪業を

啓建するに、文質制を殊にするも、而して令名

一致せり。」（『晋書』巻６８、紀瞻伝）、「因革時

を殊にし、質文世を異にするといえども、本情

篤教の所以、其揆は一なり。」（『宋書』巻１６、

礼志三）、といった記事からわかるように、魏

晋南朝の礼制議論において、礼の本質は不変で

あっても、外面的な制度は時代によって変化す

ることは肯定されていた。これに関連して、藤

川正数氏は、魏晋南北朝時代における礼制論議

の特質について、「礼議は机上の空論と違って、

当面の問題をいかに処理するかという、生々し

い議論であるから、議論の成敗は、必ずしも経
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典解釈としての当否にかかわらず、時の政治的

社会的な条件に支配されることが多い。」と述べ
（１７）、礼制が必ずしも変動性に乏しい硬直した制

度ではなく、現実世界の変化に影響されていた

点を指摘したが、服制、特に官僚制の変化と常

に対応する服制についてもこのことは当てはま

り、魏晋南朝を通じて、官人が身にまとう服飾

は変動し、礼制論議はこれを追認し、理論化し

ていったのである。

二．服飾史研究に活用すべき出土文物

　前節では、当時の中国的服制体系の基礎とな

る魏晋南朝の服制について整理した。では、後

漢から初唐の間の出土文物において、服制は実

際にどのように表現されているのであろうか。

以下、この点について、画像石・壁画・綫刻画・

人物俑といったジャンルにわけて現時点での状

況をまとめてみた。

１．画像石（画象石）

　まず、画像石であるが、そのほとんどは後漢

時代のものであり、筆者の主たる研究対象とは

ややずれるが魏晋時代前夜の服飾を知るために

活用する。周知のように漢代の画像石には多様

な情景が描かれているが、土居淑子氏は画像石

に描かれる題材を大きく分類して、「故事」・

「祭礼」・「天体及び天然現象」・「神仙及び各種

神人」・「日常、社会生活」・「怪獣などの空想的

動物」・「各種の装飾文様」の７種に分けている

が （１８）、この中でも現実世界を描いたジャンル

としては、「故事（歴史故事）」・「祭礼（拝礼・

歌舞宴飲・雑技など）」・「日常、社会生活（講経

など）」の３分野は公的行事かそれに類する題

材が多いので、筆者の研究テーマの素材になる

朝服などの服装が描かれているケースもある。

河南美術出版社・山東美術出版社より『画像石

全集』全８巻が出版されているので、画像石資

料を網羅的にあたって描かれている服飾を網羅

的に検討することができるが、これに関しては

今後の課題としたい。

　とはいえ、現在までに目を通した範囲内でも、

朝服着用（特に進賢冠着用）の事例はかなり多

く、朝服は様々な場面で使用されていることが

うかがえる （１９）。

２．壁画

　漢唐間の古墓壁画は多いが、時代的・地域的

な偏りが見られる。この時期の壁画を扱った研

究は非常に多いが、最近の出土事例をも参照し

た単著の代表的なものとして、賀西林氏・黄佩

賢氏（いずれも漢代全般）・鄭岩氏・蘇哲氏

（いずれも魏晋南北朝全般）・林少雄氏（魏晋期

の河西壁画、画像磚も含む）・李星明氏（唐代

全般）などが挙げられる （２０）。また、前節で挙

げた服飾史の研究書も、必然的に膨大な墓室壁

画の事例を扱っている。なお、敦煌壁画も重要

な題材であり、多くの図録や研究があるが、こ

れに関しても、今後の課題としておく。

　全体的な傾向として、漢代には河南・河北・

東北など各地区で豊富な壁画墓が確認されてい

るが、魏晋期になると、おそらくは薄葬令のた

めであろうが、壁画墓の出土例は遼寧地区や河

西地区の画像磚（後述）を例外として減少する。

遼寧地区についていえば、個々の古墓の造営年

代については研究者によって若干意見が分かれ

るが、後漢後期から五胡時代（慕容系政権）に

かけてものとみられる （２１）。中でも遼陽棒台子

１号墓（１９４４年発掘）・遼陽三道壕張君墓

（１９７４年発掘）・朝陽袁台子東晋壁画墓（１９８２年

発掘）などが朝服を描いた壁画を持ち、後漢・

魏晋的な服制体系の最後の時期にあたることか

らも注目される。

　さて、壁画墓は、北魏になって再び盛んに造

営されるようになり、北魏前期を経て、東魏北

斉時代において壁画墓は隆盛を極め、隋唐壁画

墓へと接続していく。壁画には多数の人物が描

かれているので、数量的にいえば陶俑に次ぐ服

飾史資料の宝庫であるといえる。壁画の優位性

は、彩色されているために服飾の色彩（変色し
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ている場合も考慮に入れねばならないが）が判

明する点であるが、反面、平面に描かれたもの

であるために凹凸がわかりにくく、背面の様子

もわからないといった制約も当然ある。また、

剥落などによって服飾の詳細がわからなくなっ

ている場合もある。

　北魏時代の古墓壁画の最近の出土例としては、

大同智家堡北魏墓（１９９７年発掘）・大同沙嶺北

魏墓（２００５年発掘）が重要な服飾資料を含むも

のとしてまず挙げられよう。次に東魏・北斉時

代では、磁県高潤壁画墓（１９７５年発掘）・磁県

東魏茹茹公主壁画墓（１９７８年発掘）・太原婁叡

墓（１９７９～８１年発掘）・済南市馬家荘北斉墓

（１９８４年発掘）・臨�崔芬墓（１９８６年発掘）・太原

金勝村北斉壁画墓（１９８７年発掘）・磁県湾�北

斉壁画墓（１９８７～８９年発掘）・太原徐顕秀（徐

穎）墓（２０００年発掘）が、北周時代では固原北

周西郊郷深溝村李賢夫婦墓（１９８３年発掘）が、

隋時代のものとしては、固原南郊郷小馬荘村史

射勿墓（１９８７年発掘）・固原西郊郷大堡村田弘

夫婦墓（１９９６年発掘）などが挙げられる。また、

唐代の壁画墓は周知のように西安地区を中心に

多数存在し、発掘報告書や図録も大量に刊行さ

れつつある （２２）。前述の李星明氏はその著書の

巻末に「唐代壁画墓一覧表」を付し、「陝西関

中地区」の１０１基、「北方其他地区」の１８基、

「南方」の９基について基本データを提示して

おり、氏の整理によって唐代壁画墓の全体像を

知ることができる （２３）。このように、北魏から

初唐に至るまでの壁画墓の多数知られるように

なり、後漢・魏晋的な中国的礼制に基づく服制

が大きく変化していく様子が、かなり鮮明にわ

かるようになってきた。特に重要なのは、鮮卑

をはじめとする北族やソグド人などの西方諸民

族の影響が、中国の服制に大きな影響を与えた

点である。これについては第三節でやや詳しく

論じる。

３．画像磚

　画像磚墓は大まかな分類では壁画墓の範疇に

入るのであろうが、特徴のあるジャンルである

ために、壁画とは別に分類しておいた。前項で

魏晋期に壁画墓の例が減少すると述べたが、そ

の例外の一つが河西地区の画像磚墓である。甘

粛省の嘉峪関市の新城墓群（１９７２～１９７９年発

掘）とそれに隣接する酒泉市の西溝・果園地区

の墓群（西溝魏晋墓群は１９９３年発掘）、高台県

駱駝城墓群（１９９４年発掘）、及び敦煌仏爺廟湾

の画像磚墓（１９９３～１９９５年発掘）があるが、現

在、袁融氏編『中国古代壁画精華叢書』などの

図録類に画像磚の一部を見ることができる （２４）。

日本では小林宏光氏が嘉峪関の画像磚に描かれ

た絵画の特質を絵画史の中で位置づけることを

試みているが （２５）、総合的な研究は、今後、出

土した画像磚の全容が公開されるのを待たねば

ならないであろう。

　なお、河西地区の画像磚は、農耕・狩猟・牧

畜・炊事・宴会など、生活の様々な場面を描い

たものであるが、それだけにフォーマルな場を

描いた例は少なく、朝服着用の事例も必然的に

少なくなる。ただし、酒泉市果園地区の画像磚

墓（丁家閘５号墓の壁画墓を含めて）に朝服着

用の事例が集中してあらわれており、この墓域

の特殊性が表れているように思われる。この点

に関しては、最近、別に簡単な見通しを述べ

た （２６）。これら河西の画像磚も、後漢・魏晋的な

中国的服制の最後の時期、あるいは北族・西方

民族などの影響によって変化していく最初に時

期にあたるといえ、服制史上の鍵を握る文物群

であるといえよう。

４．線刻画・レリーフ・棺板画など

　石棺や造像碑などに刻された線刻画やレリー

フ（浮彫）は、先述の『画像石全集』の第８巻

に相当量が収められている （２７）。製作年代でい

えば、北朝期のものが多く、各種の孝子図や供

養人像などが多いように見受けられるが、いず

れも公的服飾を描いている場合が多いので有用

といえる。中でも、北斉益都石室（青州傅家画

像石、１９７１年発掘）の綫刻画は北斉時代の服飾
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を伝えており、同時期の壁画墓に比する資料的

価値を持つといえよう。

　この他、壁画に準じる絵画資料として棺板画

がある。大同智家堡北魏墓（１９９７年発掘、壁画

墓とは別の古墓）・固原東郊郷雷祖廟村北魏墓

（１９８１年発掘）・大同南郊北魏墓群（M２２９と

M２５３、１９８８年発掘）が鮮卑と漢族の服飾が混

淆した状況を知ることができ、またレリーフと

して、西安北周史君石椁墓（２００３年発掘）・西

安北周安伽墓（２００５年発掘）・太原隋虞弘墓

（１９９９年発掘）、あるいは囲屏の綫刻画として西

安北周康業墓（２００４年発掘）などが近年発掘さ

れ （２８）、北朝後期～隋時代の中国内部における

ソグド貴族の生活風俗がより具体的にうかがえ

るようになったといえよう。これらソグド人の

服飾は、西方の服飾と北朝の服飾の接点として

有用である。また、有名な大同司馬金龍墓

（１９６５年発掘）では、木板漆画に漢族風の服装

を描いている一方で、鮮卑色の濃い人物俑が出

土しており、北魏前期の服飾事情の一端を示し

ているといえる。

５．人物俑

　１～４が平面で表現された文物であるのに対

し、人物俑（陶俑・石俑・木俑など）は服飾を

着用した人物を三次元で表現したものであり、

また彩色された俑もあって有用な資料といえる。

また、量的にも非常に豊かであり、しかも漢唐

間を通じて満遍なく出土しているので、服飾資

料としては非常に有用な素材といえる。発掘報

告の他にも、多くの図録が中国内外で刊行され

ており （２９）、考古学や美術史の分野では、陶俑

に関する研究蓄積は豊富であるが、国内におけ

る最近の研究としては、小林仁氏、市元塁氏な

どのものが服飾史研究の参考になるといえよ

う （３０）。

　服飾の詳細が判明する、ある程度の写実性を

備えた人物俑となると、やはり北魏時代以降の

ものが多く、先述の北朝隋唐の壁画墓はもちろ

ん、それ以外の古墓から大量の人物俑が出土し

ており、服飾研究の一大宝庫をなしている。し

たがって、陶俑研究もこの時期以降のものを主

体とせざるを得ない。人物俑は支配層クラスの

ほとんどの北朝古墓において発見される文物で

あり、サンプルの多様性という面では古墓壁画

に勝るといえる。たとえば、魏晋的服制と北朝

後期の服制をつなぐ北魏前期の人物俑として、

前述の司馬金龍墓の他に、フフホト北魏墓

（１９７５年発掘）・大同宋紹祖墓（２０００年発掘）・大

同七里北魏墓群のM２２（２００１年発掘）・大同迎

賓大道北魏墓群（２００２年発掘）などの出土品が

挙げられる。これらの人物俑には鮮卑帽（後

述）に代表される、きわめて北族的な色彩の強

い服飾が見られるが、いずれも首都平城（現大

同市）とその周辺地域のものであるため、必ず

しも華北全体の服飾史的状況を示すとはいえな

いであろう。

　また、北朝全体の人物俑の状況としては、武

人俑とともに、武冠あるいは平巾�を着用した

俑が多くなるという特徴がある。隋唐時代にな

ると�頭・円領袍などを特徴とする常服（後

述）の例が一挙に多くなり、また進賢冠・�冠

を着用した例も増え、全体として多様化してい

く。「２・壁画」の項でも述べたが、北朝から

隋、あるいは初唐に至るまでの時期の服飾は、

高宗・武則天治世前後において服制が定型化さ

れる以前の流動的な時期にあたり、様々な服飾

要素が取捨選択され、改変され、融合していく

過程である。

　これに対して、後漢・魏晋南朝時代の人物俑

は、西晋時代に造営された長沙金盆嶺９号墓

（１９５８年出土）の青磁俑群に進賢冠着用の例が

多数見られる例や、北朝の影響を受けやすい漢

水流域の南朝墓を例外として （３１）、量的にも少

なく、また写実性に乏しいものが多く、北朝～

隋唐のものに比して資料的価値は劣るといえる。

ただし、隋時代に属する古墓のうち、旧南朝の

領域に属するものがいくつかあることは注目す

べきであろう。たとえば、合肥西郊隋墓（１９７３

年発掘）・湖南湘陰県隋大業六年墓（１９７２年発
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掘）・江蘇銅山県茅村隋墓（M１、１９７６年発掘）

・武漢市東湖岳家嘴隋墓（画像磚もあり。１９８２

年発掘）・湖北武昌馬房山隋墓（１９９４年発掘）

から出土した陶俑群の服飾は、基本的には北朝

系統に属するようであるが、南朝系統の服装的

要素が入っている可能性もあり、あるいは、こ

れら一連の陶俑に服飾上の南北融合を見ること

が可能かもしれない。

三．西晋服制から隋唐服制へ

　　─北朝における服制の変容─

　さて、本節では、第一節でまとめた文献史料

から再構築した魏晋南朝の服制の展開や、第二

節で述べた服飾にかかわる出土文物の状況をふ

まえて、今後の研究を展望してみたい。特に第

二節において、北魏時代以降、隋・初唐にかけ

ての時期は服飾にかかわる出土文物が魏晋南朝

に比して質量ともに優越し、北魏から唐代にか

けての服飾の変化が出土文物によってかなりは

っきりとわかるようになってきた点を指摘した

が、このことは文献上からみた当該時期の服飾

史とどのように関係してくるであろうか。

１．北朝から隋にかけての服制体系のあり方

　まず、文献史料の分析に基づいて北朝隋唐の

服制史を概観してみよう。

　西晋滅亡後、４世紀初頭の華北は五胡十六国

時代を迎え、５世紀半ばには北魏による統一が

達成される。この間、中国内部における鮮卑等

の「北族」の台頭と国家形成の試行錯誤があり、

またソグド人など西方諸民族の移住が進むなど、

漢族中心の中国社会が、多文化的な色彩が強い

社会へと変わっていき、これが唐王朝のいわゆ

る「国際的」な性格の基盤となった。国家から

基層社会までを一変させた４世紀以降の一連の

変動は、西晋が作り上げた服制体系をどのよう

に変化させたのであろうか。

　『隋書』巻１１、礼儀志六は、五胡時代から北

斉に至るまでの服飾制度の流れについて以下の

ように総括している。

　　自晋左遷、中原礼儀多缺。後魏天興六年、

　　詔有司始制冠冕、各依品秩、以示等差、然

　　未能皆得旧制。至太和中、方考故実、正定

　　前謬、更造衣冠、尚不能周洽。及至熙平二

　　年、太傅清河王懌・黄門侍郎韋廷祥等、　

　奏定五時朝服、準漢故事、五郊衣�、各如　

　方色焉。及後斉因之。

これによれば、北魏明元帝の天興六年（４０３年）、

及び孝文帝太和年間の服制改革が行われたが、

いずれも完全なものではなかったという。周知

のように、孝文帝は一連の改革事業を実行した

が、その一環として洛陽遷都の直後の太和１８年

（４９４年）１２月に「衣服の制を改」めている。こ

れは「胡服」の禁止と称されるものであり （３２）、

上に引いた『隋書』礼儀志の記事はこのことを

言っているのであろう。朝服制度はこの時、一

応は制定されたのであろうが、朝服に関する知

識はこの段階でもやはり不十分であった。『魏

書』巻１０８之４、礼志四に、

　　熙平元年九月、侍中儀同三司崔光表、奉詔

　　定五時朝服、案北京及遷都以来、未有斯制、

　　輒勒礼官詳拠。

とあって、北魏末の熙平元年（５１６年）に「五

時朝服」の制定が計画されたことを記し、この

記事の後、太学博士崔�が五時朝服についての

上奏を行い、翌年になって、清河王懌・黄門侍

郎韋延が崔�の議を妥当とする見解を提出して、

霊太后に認可された経緯が記されている。崔�

は「五時の冠、礼に既に文なく、もし諸正典に

求むれば、経を以って証しがたし」として五時

朝服の制度が経書に典拠がないことに戸惑い、

「漢より魏晋におよぶ」時代の「五郊迎気」の

制度が五時朝服の制度であると誤解した上で五

色に応じた衣服と�を用いることを提言し、認

可されている。第一節第二項で引いた『宋書』

礼志の朝服規定が記すように、西晋服制におい

ては、絳絹袍・黄緋袍・青緋袍・�緋袍・白絹

袍からなる「五時朝服」、そこから白絹袍を除

いた「四時朝服」、絳緋袍のみの単なる「朝服」
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という３ランクがあり、おおむね官品序列がラ

ンク付けの基準となっていた。しかし、その制

度史的記憶は北魏には伝わらず、制度を参照す

べき梁王朝においても、五時朝服制度はすでに

廃止していたため（後述）、北朝がこれを復元

することはほぼ不可能であったといえる。この

ようなことから、北魏末期においても、西晋的

服制の理解は不十分なままであったことが推測

されるのである。

　さて、その後、北魏は東西に分裂し、北斉・

北周が対峙する状況になるが、『隋書』巻１１、

礼儀志六には、北斉の『河清律令』（５６４年公

布）を引用したと思われる比較的詳細な朝服規

定が載せられており、七品以上の朝服（具服）

着用集団と、八品以下の公服（従省服：朝服の

品目のいくつかを省略した服制体系）着用集団

に分けられている。『周礼』に基づく特異な服

制を開発した北周と異なり、北斉においては朝

服制度は存続していた。そして、北周を受け継

いだ隋は、服制においてはむしろ北斉を踏襲す

るのである。その後、隋による陳王朝征服が達

成されるのであるが、隋時代において注目すべ

き服制の変化が起こっている。以下その様子を

整理してみよう。『隋書』巻１２、礼儀志七に、

　　至平陳、得其器物、衣冠法服、始依礼具。

　　然皆藏御府、弗服用焉。百官常服、同於匹

　　庶、皆著黄袍、出入殿省。高祖朝服亦如之、

　　唯帯加十三環、以為差異。蓋取於便事。及

　　大業元年、煬帝始詔吏部尚書牛弘・工部尚

　　書宇文�・兼�史侍郎虞世基・給事郎許善

　　心・儀曹郎袁朗等、憲章古制、創造衣冠、

　　自天子逮于胥�、服章皆有等差。若先所有

　　者、則因循取用。

とあって、陳朝平定後、南朝の文物が長安にも

たらされた後も、隋の服制はそれほど整備され

てはいなかったが、煬帝即位後に服飾の大改革

が行われたことが記される （３３）。この時、作業

に当たったとされる５名のうち、許善心・虞世

基・袁朗の３名は南朝陳出身の文化人であり、

服制再編成が南北の礼制を総合した作業であっ

たことがうかがえる。たとえば、この時、天子

専用の祭服たる「大裘」が採用されたが、これ

は梁の大裘（前述）を継承するものであり、旧

南朝の礼制・服制を知る士人層の協力なくして

は制作し得ないものであった （３４）。とはいえ、

なんといっても煬帝服制の特徴は、『旧唐書』

輿服志が「衣裳に、常服・公服・朝服・祭服の

四等の制あり」とあるように、四大服制体系が

確立したことに尽きるといえよう。この四大服

制体系は、ほぼそのまま唐代の服制に引き継が

れたので、隋唐服制の骨格を作り上げたのは煬

帝であったといえる。『旧唐書』巻４５、輿服志

の冒頭には隋煬帝治世の服制の概略が記され （３５）、

結論として、

　　是時、内外羣官、文物有序、僕御清道、車

　　服以庸。於是貴賎士庶、較然殊異。

と記している。ここには煬帝が制定した服制が

完成度の高いものであったとする理解があり、

それは歴史的な事実であったのである。

２．常服制度の展開

　さて、常服・公服・朝服・祭服という四大服

制体系のうち、後漢服制や西晋服制においても

朝服と祭服の二種は従来から存在していたので、

残る常服と公服とが新たに生まれた服制である。

公服は北斉時代には八品以下の官吏が着用する

公的服飾の体系であり、朝服を簡略化した内容

を持っており、隋煬帝時代には九品以上の官吏

が、朝服を着用する場面よりもややインフォー

マルな場面において着用するものとなり、それ

ゆえ「従省服」とも称された （３６）。従って、公

服は朝服のヴァリエーションと考えてよいが、

これに対して、常服は全く新しい服制体系であ

り、常服の存在が、西晋の服制と大きく相違す

る点であるといえる。常服の沿革・性格につい

ては、『旧唐書』巻４５、輿服志に、

　　讌服、蓋古之褻服也、今亦謂之常服。江南

　　則以巾褐裙襦、北朝則雑以戎夷之制。爰至

　　北斉、有長帽短靴、合胯襖子、朱紫玄黄、

　　各任所好。雖謁見君上、出入省寺、若非元
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　　正大会、一切通用。高氏諸帝、常服緋袍。

とあるものがまず挙げられる。そのほか、たと

えば『大唐新語』巻１０、釐革に、

　　北朝雑以戎狄之製。北斉則有長帽、短靴、

　　合胯襖子、朱紫玄黄、各随其好。天子多服

　　緋服。隋代帝王貴臣、多服黄文綾袍、烏紗

　　帽、九環帯、烏皮六合靴。百官常服、同於

　　匹庶、皆着黄袍及衫、出入殿省。其烏紗帽

　　漸廃、貴賎通用折上巾以代冠。用靴以履。

　　折上巾、戎冠也。靴胡履也、咸便於軍旅。

とあるが、これもまた常服制度の沿革を述べた

ものである。以上の記事からわかるように、常

服は、�頭（折上巾）・円領袍・靴などを特徴と

する服飾の体系であり、「戎夷（戎狄）之制」

つまり胡服に起源を持つ服飾として認識されて

いた。河西の画像磚、北魏前期の古墓の絵画資

料や人物俑などには、北族的色彩の強い「鮮卑

服」と称される服飾を表現した例が少なからず

ある。「鮮卑服」と称される北族特有の服飾を

意味したと思われる。「戎夷（戎狄）之制」は、

主としてこの「鮮卑服」のことを指していると

思われる。宋馨氏は、「鮮卑服」のデザインは

北魏時代において確定し、「朝服」として機能

していたと指摘し、また、孫機氏は、出土文物

を検討する中で北朝諸王朝において、鮮卑帽

（風帽）が�頭（折上巾）に、鮮卑式の「�子」

が（西域の服飾の影響を受けつつ）円領袍にそ

れぞれ発展して、隋唐の常服につながっていっ

た点を指摘している （３７）。

　このように常服は北族的起源を持つが、それ

だけに中国王朝の服制体系の一部をなすために

は、なんらかの制度的改変が加えられる必要が

あった。これについて、『旧唐書』輿服志に常

服の沿革を述べて、

　　（大業）六年、復詔従駕�遠者、文武官等

　　皆戎衣、貴賎異等、雑用五色。五品已上、

　　通著紫袍六品已下、兼用緋緑。胥吏以青、

　　庶人以白、屠商以�、士卒以黄。

とあるように、隋の大業６年（６１０年）に円領

袍の色（紫・緋・緑・青・白・�・黄）によっ

て「貴賤異等」を表示する制度が新たに制定さ

れた（ただし、実際に庶民に至るまで服制が徹

底したかは疑問であるが）。これは、常服が大

業年間に可視的な身分標識を表示する公的服飾

の体系となったことを意味する。唐朝はこれを

受け継いで、常服制度を洗練させていき、唐上

元元年（６７４年）には、常服は円領袍の色のみ

ならず、帯・�（帯に付ける装飾）・笏・魚 袋 （３８） 

といった品目によって貴賎（官人の場合は官

品）を表示する制度が整ったのである（ただし、

この後細かい規定改変は続く）。

　このような常服制度の発展の背景として、魏

晋南朝において官人が通常着用していた朝服に

代わって、常服がポピュラーな公的衣服となっ

ていたことが挙げられよう。先述のように、北

朝後期や隋時代においても、制度的には未熟な

がら常服（あるいはその原型）の着用頻度はか

なり高く、貴賎を問わずに気軽に着用されてい

た。たとえば、婁叡墓壁画など北斉時代の出土

文物を見ると、この国においては常服の直接の

起源である鮮卑帽・�子・靴などの組み合わせ

が、かなり洗練された宮廷の衣装として定型化

されていたことが想定される。そして、初唐に

至って、『旧唐書』輿服志に「貞観より已後、

元日・冬至の受朝及び大祭祀にあらざれば、皆

な常服するのみ。」とあるように、非常に重要

な儀式を除けば公的な局面においても常服は広

汎に着用されていた。隋唐の出土文物において、

人物の過半が常服を着用しているのはそのため

であろう。ただし、北朝から隋唐にかけての常

服を中心とする服制の改変過程は、文献史料と

出土文物を活用して、今後さらに細かく考察す

べき問題であるので、稿を改めて論じる予定で

ある。

　以上述べてきたことをふまえて、常服の発展

を整理すると、以下のようになる。

　①北族固有の服飾を直接の源流とする鮮卑服

　　（胡服・�子）は、北魏において公的な場

　　で着用される服飾であったが、孝文帝の

　　「漢化政策」の一環として４９４年に着用を禁
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　　じられるに至る。

　②６世紀に入り、鮮卑服は中国的服制はもち

　　ろん、西域諸国、ソグド人、あるいはササ

　　ン朝といった西方諸民族の服飾文化の影響

　　を受けて、より洗練されたデザインを獲得

　　し、６世紀後半の北朝諸王朝において、事

　　実上、公的な場で着用されるようになる。

　③当初、鮮卑服は貴賤を表示する体系を持っ

　　ていなかったが、隋の大業年間以降から初

　　唐までの間に貴賎を表示する制度が整えら

　　れていき、祭服・朝服・公服とならぶ常服

　　として、四大服制体系の一部をなすに至っ

　　た。

　④隋唐以降の出土文物の人物が着用する服飾

　　の大半は常服である。それは、北朝以降、

　　隋唐にかけて、常服が正式な服制の中に組

　　み込まれ、広範囲な行事において着用され

　　ていたこととを背景としている。

　ところで、常服が発展していく過程は、北魏

の華北制覇、北魏孝文帝のいわゆる漢化政策、

その後の漢化政策に対する反動、北魏の東西分

裂、北斉と北周の対峙、隋による南北統一とい

った政治的変動の中で、川本芳昭氏の言う「新

たな中華」の体制構築が模索されていった過程

でもある （３９）。このことを筆者の問題関心に引

きつけて言えば、北族的色彩を強く残す宮廷社

会が、新たな「北朝隋唐的な礼制」の創造とと

もに変化していったことを意味し、「鮮卑服か

ら常服へ」という新たな服制の成立と展開は、

次第に姿を整えつつあった「北朝隋唐的な礼

制」の可視的表現でもあったのである。

３．朝服の変容

　  ─武冠と平巾�の優越が意味するもの─

　さて、以上のように、隋から初唐にかけて常

服は最もポピュラーな公的服飾として制度化さ

れ、定着したが、一方、魏晋南朝を通じて同等

の存在であった朝服制度は、北朝隋唐の服制体

系の中ではどのような位置を占めていたのであ

ろうか？

　朝服を着用する頻度は南朝においても北朝に

おいても確実に低下していた。最終段階の梁陳

時代には、五時朝服以下の三段階の朝服制度は

廃止され、単なる「朝服」に統一されており、

①「朝服」着用集団の下に、②「朱服（朱衣）」

・③「単衣＋�」・④「�零辟朝服（�朝服）」

といった、より簡便な服制を着用する官人集団

が比較的大きなボリュームを持って存在してい

た （４０）。朱服は朝服をやや簡略化した服制であ

り、隋唐の公服に相当するものであろう。一方、

単衣は袍の内側に着る衣服であり、�は介�と

平巾�からなり、それぞれ進賢冠や武冠の一部

をなすかぶりものである。つまり、“単衣・�”

の装いは朝服を省略した服飾と言える。こうい

った「朝服の簡略化」ともいうべき現象は、東

晋以降徐々に進行し、梁時代に至って制度化さ

れたとみることできる。朝服を着用する官人の

範囲は、東晋南朝を通じて縮小していったので

ある。

　一方、北朝では先述のように、「鮮卑服」の

系統を引く服飾が広く着用され、やがて常服制

度として制度化される一方、朝服が着用される

機会は減少していった。先に述べたように、北

魏時代においては朝服の理解は必ずしも十分な

ものではなかったが、進賢冠や武冠に象徴され

る朝服制度そのものが消滅したわけではなく、

北朝諸王朝においても朝服は制度としては存続

しており、隋唐においてもフォーマル度の高い

衣服として生き残ってはいる。

　ここで注意したいのは、出土文物に見られる

服飾着用の実態である。ここでは、武冠と“平

巾�＋袴褶”について考える。まず武冠につい

て述べる。北朝の出土文物を見ると、かつて朝

服の象徴であった進賢冠を着用している例がほ

とんど見られないのに対し、武冠を着用する例

が目立って多くなる。その理由として、まず第

一に、五胡から北魏にかけての時期において、

政治・社会が軍事優先主義をとらざるを得ない

状況中で、同じ朝服のカテゴリーの中でも、進

賢冠よりも武冠が重んじられたのではないかと
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いう想定がなされる。この想定は北朝において

甲冑を着用した武人俑が増加する傾向とも一致

する。第二に、武冠着用者がそのまま武人を意

味するわけではなく、「侍臣」が着用する冠で

もあった点にも留意せねばならない。顧T之の

描く「洛神賦」には貴人に随行する多くの侍臣

が武冠を着用している様子が描かれており、先

述の北周康業墓の囲屏にも、墓主に侍る人々の

多くが武冠を着用している。とはいえ、以上は

あくまでおおまかな傾向を見た上での推定に過

ぎないので、武冠着用の意味は今後さらに追求

していきたい。

　次に、“平巾�＋袴褶”の組み合わせである

が、これも北朝を通じて出土文物の例が非常に

多くなる。平巾�は、先述のように武冠の下、

頭髪の上に直接載せられていたかぶりものであ

り、武冠の一部をなした （４１）。後漢時代は円筒

形の比較的小さなものであり、平上�と称され

ていたが、下級官吏などが平上�のみを着用す

る例も見られる。しかし、北朝になると、武冠

自体の大型化とともに大きくなり、後背部に半

円形の装飾が付加されるなど豪華な形状になっ

ていく。呼称が平巾�に変化するのもこの頃で

あろう。同時に、平巾�単体で着用される例も

増えていくが、その際、「袴褶」と称される

「大口�（袴）」や細身の「褶」からなる衣服と

組み合わされるパターンが多くなり （４２）、この

“平巾�＋袴褶”が一つのスタンダードとなっ

た。袴褶は、魏晋南朝においては、文武官とも

に着用する活動的な衣服であり、軍事的色彩が

強かったが、概して下級官吏のための衣服とし

てイメージされていた。その袴褶が、北朝にお

いては平巾�と結びつくことによってポピュラ

ーな服飾となったといえる。そして、隋の煬帝

時代には、「弁服」と並んで「平巾�」が、先

述の祭服・朝服・公服・常服の四大服制体系に

続く、第五・第六の服制体系として設定された。

この二種の服制体系は唐代にも受け継がれ、

『新唐書』巻２４、車服志には「弁服は、文官九

品の公事の服なり」、「平巾�は、武官衛官の公

事の服なり」とあるように、ワンセットの服制

体系として認識されるようになったのである。

ただし、出土例は圧倒的に“平巾�＋袴褶”が

多い。

　このように、出土文物の世界では、北朝から

隋唐にかけて進賢冠よりも武冠が優越するよう

になるとともに、武冠から派生し、袴褶と結び

ついた平巾�もまた出現頻度を高めるようにな

ってくる。こういったことは、律令などの服制

規定を引き写した文献史料からは浮かび上がっ

てこない現象であり、文献史料を出土文物と照

らし合わせることによって、それぞれの時代に、

それぞれの服飾がどのような意味を持ったか、

ということを可能な限り確定していきたい。

おわりに

　以上、雑駁ではあったが、現時点における筆

者の服飾史研究の展望を述べた。

　中国における服飾史研究、特に漢唐間の服制

に対する研究は、服制が礼制の一環をなしてい

るだけに、人々の服制＝公的な場での服飾体系

に対する認識、つまり身分秩序の感覚をつかむ

ことが肝要になってくる。そのためには、歴史

学的・考古学的なアプローチに加え、思想史的

な要素、具体的に言えば礼制のあり方も考慮に

入れて考察を進めなければならない。これは漢

族王朝であり、礼制の宣揚を掲げる立場にあっ

た魏晋南朝の諸王朝はもとより、北朝隋唐の諸

王朝についても言えることである。第三節で述

べたように、４世紀以降の北族・西方民族の流

入・台頭によって中国的礼制は弱体化するが、

やがて、北朝・隋唐の間に元来の異質な要素も

取り込んで新たな礼制・服制を生み出していく。

川本芳昭氏は、北魏王朝を総括して、「鮮卑に

よる漢族の文化・制度の受容がただ単なる模倣

・同化ではなくして、それ以前のあり方を純化

・集大成し、それ以降の時代の範例を創造し

た」としている （４３）。先述のように、礼制はき

わめて「中国的」な価値観にもとづいた制度の

─ ２４４ ─



体系ではあるが、それは実際の政治生活・社会

生活に立脚したものであるだけに、変容を肯定

せざるを得ない。服制はその際たるものであり、

それだけに「新たな中華」を作り上げつつあっ

た北朝・隋唐は、様々な外来要素が入り込む服

飾世界を再編成して可視的な礼制序列を作り上

げようとしたと言えよう。豊富な出土文物と多

様な服飾表現は、かかる服制史再編の過程を表

現しているということになろう。

　ところで、川本氏は北魏の新たな中華意識の

形成は、朝鮮や日本の古代国家の形成の過程に

も見られ、これが東アジア全体に関る事象であ

る点を指摘している。これに関連して、古代日

本を中心にして服飾制度を研究する武田佐知子

は、「……東アジア世界の国際関係は、大局的

には中国の冊封体制に律せられており、しかも

それは儒教的礼教観念に裏うちされていた。そ

れゆえ東アジア世界の諸民族が、多かれ少なか

れ、中国と政治的関係を結ばなければならない

場合において、そこで創始される衣服制は、礼

の観念の普遍性をふまえたうえでの、独自性の

主張でなければならなかったのである。」 （４４） と

するが、筆者の興味関心に沿ってこれを再解釈

すれば、礼制・服制が中国域外に伝播した際に、

諸国においてどのようにこれが消化され、国家

秩序を体現する可視的表現として再生するのか、

ということになる。両氏の観点を踏まえた時、

本稿で述べた服制研究を北朝隋唐のみならず、

東アジア諸国の国家形成にも適用して検討の範

囲を拡げることが必要になってくる。特に、４

・５世紀の高句麗壁画古墳は有用な材料であろ

うし、またそれ以外にも日本を含めた各国の服

飾資料をも活用していきたい。これによって、

東アジア全体の礼制・服制の受容の全体像が明

らかになり、逆に礼制が「規範性」とともにあ

る種の「柔軟性」を持つことが検証されること

になるかもしれない。

注

（１） 宮崎市定『九品官人法の研究』（同朋舎、

１９５６）。

（２） 金子修一『中国皇帝祭祀の研究』（岩波書店、

２００６）がその集大成といえる。

（３） 渡辺信一郎『中国古代国家の思想構造』（校倉

書房、１９９４）・同『天空の玉座　中国古代帝国

の朝政と儀礼』（柏書房、１９９６）など。

（４） 代表的なものとして、阿部幸信「漢代におけ

る印綬賜与に関する一考察」（『史学雑誌』１０７

－ １０、１９９８）、同「漢代の印制・綬制に関する

基礎的考察」（『史料批判研究』３、１９９９）・同

「漢代官僚機構の構造　─中国古代帝国の政治

的上部構造に関する試論─」（『九州大学東洋

史論集』３１、２００３）などがある。

（５） 原田淑人『漢六朝の服飾』（平凡社、１９３７）・林

巳奈夫『漢代の文物』（朋友書店、１９９６）・杉本

正年『東洋史服飾史論攷　古代編』（文化出版

局、１９７９）・同『東洋史服飾史論攷　中世編』

（文化出版局、１９８４）参照。

（６） 周錫保『中国古代服飾史』（中国戯劇出版社、

１９８４）・孫機『中国古代輿服論叢』（文物出版社、

１９９３）・沈従文『中国古代服飾研究』（上海書店

出版社、１９９７）など。

（７） たとえば、通史として、周�・高春明『中国風

俗叢書　中国古代服飾風俗』（文津出版社、

１９８９  大陸初版１９８８）・朱和平『中国服飾史稿』

（中州古籍出版社、２００１）・戴争『中国古代服飾

簡史』（台北南天書局、１９９０）・陳高華・徐吉軍

主編『中国服飾通史』（寧波出版社、２００２）・黄

能馥・陳娟娟『中国服飾史』（上海人民出版社、

２００４）がある。なお、ごく最近、李怡『唐代

文官服飾文化研究』（知識産権出版社、２００８）

が刊行された。

（８） 西晋における律令編纂については、堀敏一

『律令制と東アジア世界』（汲古書院、１９９４）

所収の「晋泰始律令の成立」等に簡潔にまと

められている。

（９） 福原啓郎「西晋における国子学に関する研究

ノート」（『環日本研究』４・５、１９７７）参照。

氏は、西晋王朝の課題は、「秦漢古代帝国の崩

壊の根本的原因の克服」であり、その目標は、

「新たなる原理に基づく権威・威信の創出によ
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る国家の再建・安定化」であったとする。

（１０） 摯虞による『晋礼』改訂の詳細については、

藤川正数『魏晋時代における喪服礼の研究』

（敬文社、１９６０）の各章参照。

（１１） 封建制の礼学的運用については、藤川氏注

（１０）前掲書、及び越智重明『魏晋南朝の政治

と社会』第二篇第四章「五等爵制」（吉川弘文

館、１９６３）参照。晋時代の「厳礼主義」につ

いては、神矢法子「晋時代における違礼審議

─その厳礼主義的性格─」（『東洋学報』６７－ １・

２、１９８５）参照。

（１２） この点に関しては、拙稿「中国的『中世』を

どうとらえるか　─礼制・律令制・貴族制の連

関を求めて─」（『埼玉社会科教育』７、２００１

年）でやや詳しく述べた。また、渡辺信一郎

「中華帝国・律令法・礼的秩序」（川北稔等編

『シンポジウム　歴史学と現在』、柏書房、

１９９５年）では「物理的強制を最終的な担保と

して、それを背景にしながら制度と機構によ

る組織化をめざす法と、先王あるいは聖人が

制定した伝統的な規範の体系としての社会的

合意に基づく礼治とが相互に入り組んだ構造

として中国専制国家の国制が具現化するわけ

で、礼制を含めて包括的に理解しなければな

らない」と論じている。

（１３） 梁満倉「論魏晋南北朝時期的五礼制度化」

（『中国史研究』２００１ － ４）。ただし、筆者は西晋

時代に編纂された「儀注」そのものが五礼編

成をとっていたかどうかについては疑問を持

っている。五礼編成を持ったことが確実な儀

注の編纂事業は、斉時代の王倹を中心とした

ものであると筆者は考える。

（１４） 西晋～南朝宋時代の「印綬冠服規定」の骨子

については、拙稿「六朝時代の印綬冠服規定

に関する基礎的考察  ─『宋書』礼志にみえる

規定を中心として─」（『史淵』１２９、１９９３）参

照。

（１５） 拙稿「『隋書』にみえる梁陳時代の印綬冠服規

定の来源について」（『埼玉大学紀要教育学部

（人文社会科学Ⅲ）』４７ － １、１９９８）参照。

（１６） 拙稿「晋南朝における冠服制度の変遷と官爵

体系  ─『隋書』礼儀志の規定を素材として

─」（『東洋学報』７７ － ３・４、１９９６）参照。

（１７） 藤川氏　注（１０）前掲書参照。

（１８） 土居淑子『古代中国の画象石』（同朋舎、

１９８６）参照。なお、中国においても、最近、

信立祥『漢代画像石綜合研究』（文物出版社、

２０００）、蒋英炬・楊愛国『漢代画像石与画像磚

─２０世紀中国文物考古発現与研究叢書─』（文

物出版社、２０００）、王建中『漢代画像石通論』

（紫禁城出版社、２００１）、周学鵬『解読画像磚

石中的漢代文化』（中華書局、２００５）、といっ

た漢代画像石に関する総合的な研究書が出版

されている。

（１９） 周錫保氏　注（６）前掲書にも、漢代の朝服着

用の画像石の事例が多く載せられている。

（２０） 賀西林『古墓丹青　漢代墓室壁画的発現与研

究』（陜西人民美術出版社、２００１）・黄佩賢『漢

代墓室壁画研究』（文物出版社、２００８）・鄭岩

『魏晋南北朝壁画墓研究』（文物出版社、２００２）

・蘇哲『魏晋南北朝壁画墓の世界　絵に描かれ

た群雄割拠と民族移動の時代』（白帝社、

２００７）・林少雄『古冢丹青　河西走廊魏晋壁画

墓』（甘粛教育出版社、１９９９）・李星明『唐代墓

室壁画研究』（陝西人民美術出版社、２００５）。

なお、唐代壁画に関する論文集として、周天

遊『唐墓壁画研究文集』（三秦出版社、２００１）・

陝西歴史博物館編『唐墓壁画国際学術研討会

論文集』（三秦出版社、２００６）が挙げられる。

（２１） 遼寧地区の壁画墓とそれらにかかわる社会的

背景については、三崎良章「壁画墓を通して

見た三燕の民族」（『史滴』２７、２００５）・同「遼陽

壁画墓に見られる遼東社会の一側面」（『早稲

田大学本庄高等学院研究紀要』２６、２００８）が文

献資料をも活用しつつ論じている。

（２２） このうちいくつかは単行本の報告書や図録が

刊行されている。婁叡墓については、山西省

考古研究所・太原市文物考古研究所『北斉東安

婁叡墓』（文物出版社、２００６）、及び太原文物

考古研究所編『北斉婁叡壁画墓』（文物出版社、

２００４）が、崔芬墓については、臨�県博物館

編『北斉崔芬壁画墓』（文物出版社、２００２）が、

徐顕秀墓については、太原市文物考古研究所

編『北斉徐顕秀墓』（文物出版社、２００５）があ

る。また、史射勿墓を含む固原地区の隋唐古

墓については、寧夏回族自治区固原博物館・羅

豊主編『固原南郊隋唐墓地』（文物出版社、

１９９６）が刊行されている。
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（２３） 李星明氏　注（２０）前掲書。

（２４） 袁融編『中国古代壁画精華叢書』（重慶出版社、

１９９９～２００１年）は、１・３・４・５・６・７・

１２・１３号墓、及び高台魏晋墓・丁家閘５号墓・

西溝魏晋墓についての図録である。また、そ

の他に酒泉市博物館編著『酒泉文物精萃』（中

国青年出版社、１９９８）、呂占光編著『嘉峪関文

物集萃』（甘粛美術出版社、２０００）も相当数の

画像磚の図板を収録する。また岳邦湖他『岩

画及墓葬壁画　─遙望星宿─　甘粛考古文化

叢書』（敦煌文芸出版社、２００４）も河西地区の

画像磚等を論じている。

（２５） 小林宏光「嘉峪関魏晋墓壁画試論」（『堀敏一

先生古稀記念論集　中国古代の国家と民衆』、

汲古書院、１９９５）参照。

（２６） 拙稿「河西地区出土文物における朝服着用事

例に関する一考察」（『西北土文献研究』２００８年

度特刊、２００９）参照。

（２７） 周到主編『中国画像石全集８　─石刻綫画』

（河南美術出版社・山東美術出版社、２０００）。ま

た、金申『中国歴代紀年仏像図典』（文物出版

社、１９９４） にも、俗人を描いた綫刻画やレリ

ーフがいくつか収録されており、服飾資料と

して使用しうる。

（２８） このうち、安伽墓については、陝西省考古研

究所編著『西安北周安伽墓』（文物出版社、

２００３）として、虞弘墓については、山西省考

古研究所・太原市文物考古研究所・太原市晋源

区文物旅游局『太原隋虞弘墓』（文物出版社、

２００５）として、それぞれ詳細な報告書が単行

本として刊行されている。

（２９） 俑を専門的に扱った図録類のうち、比較的新

しいものとして、富田哲雄編著『中国の陶磁

陶俑』第２巻（平凡社、１９９８）、陳根遠主編

『中国古俑』（湖北美術出版社、２００１年）、趙学

鋒『北朝墓群皇陵陶俑』（重慶出版社、２００４）、

兪凉亘・周立主編『洛陽陶俑』（北京図書館、

２００５）、冀東山主編『神韵与輝煌　陝西歴史博

物館国宝鑑賞　陶俑巻』（三秦出版社、２００６）

などがある。その他、各種展覧会の図録は多

い。

（３０） 最近の両氏の論考としては、小林仁「洛陽北

魏陶俑の成立とその展開」（『成城大学大学院

文学研究科　美学美術史論集』１４、２００２）や市

元塁「北魏俑の発生と画期をめぐって」（『古

代文化』５９ － １、２００７）があり、いずれも北魏

時代の陶俑の変化をまとめたものである。特

に、市元氏の論考は、北魏俑の内容の変化を

北魏社会の変化とからめて理解しようとして

おり、示唆に富む。

（３１） 小林仁「中国南朝陶俑の諸相　─湖北地区を

中心として─」（『鹿島美術財団年報』１８、

２０００）は、現在の武漢市を中心とする湖北地

区の南朝古墓（襄陽賈家冲画像磚墓・武昌呉家

湾画像磚墓など）から、数多くの陶俑や画像

磚が出土しており、この地区が南朝俑の一大

中心地であった点を指摘している。氏は一連

の研究の中で、南朝と北朝の接点とも言うべ

き漢水流域の特殊性に注目し、特に漢水上・中

流域において現在の南京地区とは違う、北朝

の影響を受けた独自の文化圏があったとして

いる。

（３２） 北朝における輿服制度変遷の概略は、陳戌国

『中国礼制史　魏晋南北朝巻』（湖南教育出版

社、１９９５）参照。

（３３） なお、『隋書』巻３、煬帝紀、大業二年（６０６

年）二月の条によれば、この年に至って、車

制も含めた輿服制度全体が完成したようであ

る。

（３４） 梁時代における大裘創製の意味については、

拙稿「梁の武帝による礼制改革の特質 ─天監

年間の国家祭祀の改革を中心に─」（『集刊東

洋学』９３、２００５）において指摘した。

（３５） 煬帝時代に設置された司隷台や謁者台の冠に

ついての規定があるので、この規定は煬帝時

代と考えることができる。

（３６） 北斉時代から唐代にかけての朝服と公服の関

係については、閻歩克「分等分類視覚中的漢・

唐間冠服体制変遷」（『史学月刊』２００８ － ２）が

図式化して論じている。

（３７） 孫機氏　注（６）前掲書所収「�頭的産生与演

変」及び「南北朝時期我国服制的変化」、宋馨

「北魏平城期的鮮卑服」（山西省北朝文化研究

中心・張慶捷・李書吉・李鋼主編『４～６世紀

的北中国与欧亜大陸』所収、科学出版社、

２００６）参照。

（３８） ただし、６９０年から７０５年までの間は、「魚袋」

ではなく「亀袋」であった。
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（３９） 川本芳昭「北朝国家論」（『岩波講座世界歴史

９　中華の分裂と再生』、岩波書店、１９９９）参

照。

（４０） この点については、前掲　注（１６）拙稿で論じ

た。

（４１） 平巾�（平上�）の沿革については、孫機氏

注（６）前掲書所収「進賢冠与武弁大冠」が論

じている。

（４２） 袴褶については、周�氏等　注（７）前掲書参

照。

（４３） 川本氏　注（３９）前掲論文参照。

（４４） 武田佐知子「儀礼と衣服」（岸俊男編『日本の

古代７　まつりごとの展開』、中央公論社、

１９９６）参照。

（２００９年３月３１日提出）

（２００９年４月１７日受理）
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